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　新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策として、町内で実施予定だったイベント等が中止・延期となり
ます。（4 月 27 日現在）最新の情報については、町ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症対策に伴う町内イベントの中止等のお知らせ

開催予定日 行事名
変更内容

（中止・延期）
問合せ先

毎週木曜日
（第 1 ～第 4）

各種相談日
当面中止

（再開時にお知らせします）

健康福祉課
福祉子育て係

☎６７- ２１３２

5 月 11 日（月）
　　12 日（火）

結核健診 延期
健康福祉課
保健医療係

☎６７- ２１１６

5 月中旬 子ども会等資源回収（春季） 中止
税務町民課
住民生活係

☎６７- ２１１９

5 月 24 日（日） 第 23 回朝日町民ゴルフ大会 中止
朝日町ゴルフクラブ
事務局（鈴木 俊一）
☎ 090-8786-3080

6 月上旬 空気まつり
延期（10 月下旬を予定）

※五穀豊穣祈願祭は 5 月 30 日（土）
に規模縮小して実施予定

総合産業課
商工観光係

☎６７- ２１１３

6 月 6 日（土） ヒメサユリまつり 中止

椹平棚田保全活動
推進委員会事務局

水土里ネット朝日町
☎６７- ３６１６

6 月 7 日（日）
朝日町民グラウンド・ゴルフ大

会（ミズノ杯）
延期（10 月を予定）

朝日町グラウンド・
ゴルフ協会

（会長：佐竹 庄吉）
☎６７- ３８５１



●発熱や風邪症状のある方は、来院前にお電話を
　お願いします。
● 5 月の土曜診療は 5 月 2 日です。

【診察予定】

「○」：午前９時から診察
　　　（受付：午前 11 時 30 分まで、
　　　　　　 循環器外来は午前 11 時まで）

「△」：午後２時から診察
　　　（受付：肝臓外来は午後 2 時 30 分まで、
　　　　　　 眼科は午後 3 時 30 分まで）
※都合により変更となる場合があります。
※急患の場合はいつでも診察いたします。

▶問合せ先
　町立病院　☎６７- ２１２５

町立病院 診察・休診のお知らせ

月　日 内科 循環器 肝臓 糖尿 外科 眼科 整形
外科

５/ １（金） ○ ○ ○
５/ ２（土） ○
５/ ３（日）
５/ ４（月）
５/ ５（火）
５/ ６（水）
５/ ７（木） ○ △
５/ ８（金） ○ ○ ○
５/ ９（土）
５/10（日）
５/11（月） ○ △
５/12（火） ○ ○ ○ △
５/13（水） ○ ○
５/14（木） ○ △
５/15（金） ○ ○ ○
５/16（土）
５/17（日）
５/18（月） ○ △ ○

○マイナンバーカードに関する手続きは事前予約
　制です　
　マイナンバーカードの受け取り及び更新手続き
を予定している方は、窓口の混雑緩和のため、事
前予約にご協力ください。なお、更新手続きについ
ては、更新対象者の方に国から「有効期限切れ通知」
が郵便で届きますので、通知が届いた方のみ更新
手続きをお願いします。
　また、マイナンバーカードに関する手続きには期
限付きのものがありますが、新型コロナウイルスの
流行に伴い、期限以降も通常どおり手続き可能です。

▶予約・問合せ先　
　税務町民課 住民生活係　☎６７- ２１１９

税務町民課からのお知らせ

　県では消費生活に関する啓発ボランティアとして
「山形県消費生活サポーター」を募集しています。

▶応募資格（次の①②をすべて満たす方）
　①消費生活や消費者問題に関心のある方
　②満18 歳以上で県内で活動のできる方
▶申込期限　５月22日（金）
▶申込み・問合せ先　
　県消費生活センター　☎０２３--６３０-３２３７

山形県消費生活サポーター募集

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、全
国一斉に情報伝達試験が実施されます。防災行政
無線から、一斉に試験放送が流れますので、災害と
間違えないようにお願いいたします。
▶放送日時　  5 月 20 日（水）午前 11 時頃
▶放送内容
　上りチャイム音
　「これはＪアラートのテストです」×３
　「こちらは防災朝日です」
　下りチャイム音

▶問合せ先
　総務課 危機管理係　☎６７- ２１１１

Ｊアラートの一斉情報伝達試験を実施します

　新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、収入
が減少した等の事情により、一時的に町営住宅使用
料、水道料金、集落排水施設使用料等の支払いを、
期限までに行うことが困難となる方は、ご相談に応
じますので、下記まで問合わせください。
▶問合せ先
　建設水道課
　整備係 　　   ☎６７- ２１１５（町営住宅関連）
　上下水道係　☎６７- ３５７０（水道関連）

建設水道課からのお知らせ
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団　体 対　象 活動日時 場　所 連絡先

大谷ジュニア剣道

小学１年
～６年

火・木
午後７時～午後９時

大谷小体育館
五十嵐義一　☎６８- ２０２９
藤田康徳　　☎６８- ２０１８

宮宿剣道
水・金

午後７時～午後９時
宮宿小体育館

鈴木　聡　　☎６７- ２０４７
堀　文仁　　☎６７- ３００２

宮宿ミニバスケット
ボール ( 男子 )

月・水・金 ( １～３年は週１回 )
午後６時 30 分～午後９時

宮宿小体育館
大谷小体育館

佐藤　学　　☎６８- ２８０２
伊藤　淳　　☎６７- ２２３７

宮宿ミニバスケット
ボール ( 女子 )

火・木・土 ( １～３年は週１回 )
※金曜日 試合前活動

午後６時～午後８時 30 分

宮宿小体育館
大谷小体育館

（金曜日）

清野久憲　　☎６７- ７３７８
長岡孝博　　☎８３- ９４８６

朝日卓球
火・水・金

午後７時～午後８時 30 分
健康増進センター

阿部　哲　　☎６７- ２７３９
伊藤裕子　　☎０８０- ６０２８
　　　　　　　　　   - ９３８５

朝日野球
( サンフラワーズ )

土・日
午前６時 30 分～午前８時 30 分

緑が丘公園
( グラウンド )

成原　誠　　☎６７- ７７７７
阿部　歩　　☎６７- ７２８３

朝日町柔道

小学１年
～中学３年

火・金
午後７時～午後９時

朝日中武道館
和田一則　　☎６７- ８７３７
村山文也　　☎０９０- ４８８１
　　　　　　　　　   - ４３８９

自然観スキー
日曜日 ( 冬期間 )
午前９時～正午

※ 10 月のお知らせ板で募集
自然観スキー場

鈴木勝治　　☎６７- ７１０２
大井寛治　　☎０９０- ６２２０
　　　　　　　　　   - ７００５

仲間といっしょに汗を流そう！ スポーツ少年団 団員募集！



○朝日町工業製品等販路拡大事業
　自社製品等の国内外企業との取引実現を図るため、県外で開催される商談会、見本市等への参加・出展す
　る経費に対して、２分の１以内（上限 50 万円）を補助します。
○朝日町企業の魅力アップ就業促進事業
　①町内の事業所等が、県内外で開催される就職セミナー等に出展（参加）する経費に対して、対象経費の２
　　分の１以内（上限 20 万円）を補助します。
　②求人活動のために自社の紹介を目的とする映像の制作にかかる経費に対して、対象経費の３分の２以内
　　（上限 20 万円）を補助します。
　③求人を目的とするホームページ作成費に対して、補助率２分の１以内（上限 10 万円）を補助します。
○朝日町商店街魅力創出チャレンジ事業
　商店街における継続性のある魅力づくりや賑わいを創出する新たな取り組みを促進し、地域に根ざした商
　店街機能の充実を図るために実施する事業に対して補助します。

※詳しくは下記まで問合わせください。

▶申込み・問合せ先　総合産業課 商工観光係　☎６７- ２１１３

町内の企業や事業主の皆さまへ～町補助事業のご案内～

事業名 対象となる経費 補助率 限度額
（１件あたり）

商店街連携事業
消費者の利便性向上や商店街の魅力向上に向けて、
商店街が連携して取り組む経費

２分の１以内 15 万円

個店活性化事業

第三者からの企画（アドバイス）による店内ディス
プレイの改善に要する経費

３分の１以内 10 万円

消費者モニターを募集しての試食会、アンケート調
査に要する経費

３分の２以内

５万円

住民参加型の催事に要する経費（例：米粉ピザつく
り教室など）

３万円

外国人観光客受入れのための環境整備事業に要する
経費（例：外国語による施設看板・案内表示の作成費、
音声翻訳機などの備品購入等）

２分の１以内 20 万円

インターネットを活用し、販路拡大を目指して取り
組む事業に要する経費（インターネットショップ出
店に係る①出店初期登録料及び②運営月額利用料  
※運営月額利用料は最長 12 カ月分）

①②ともに
2 分の 1 以内

① 5 万円
② 2 万 5 千円 / 月

個店連携支援事業
各個店への誘客を図るため、個店同士が連携して取
り組む事業に要する経費

３分の２以内 20 万円

旅館飲食業
活性化事業

旅館飲食業に係る団体やグループ等が行う情報発信
および集客事業に関する経費（例：パンフレット等の
作成、スタンプラリー等の実施）

３分の２以内 20 万円

観光拠点施設等
連携実験事業

観光拠点施設等から各個店への誘客を図るため、観
光拠点施設等と各個店（複数可）等が連携して取り
組む事業に要する経費（例：道の駅で買物すると、
各個店で使用できるサービス券の発行など）

10 分の９以内 10 万円

朝日町緊急経済対策として、1 セット 6,000 円分のプレミアム付きお買い物券
を 5,000 円で販売しております。（1 家族 5 セット限定）ぜひご購入ください。
▶販売場所　朝日町商工会館　午前 8 時 30 分～午後 5 時
▶問合せ先　朝日町地域振興発展会（朝日町商工会内）　☎６７- ２２０７

プレミアム付きお買い
物券販売中！


